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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化

に関する法律（食料システム法）が 10 月 1 日に施行されました。 

 食料システム法の施行に伴い食品等の持続的な供給を実現するため、食品産業の事業者に対して金

融・税制等の支援を行う計画認定制度が開始されました。       

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/250623.html  農林水産省食料システム法サイト 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/attach/pdf/250623-14.pdf 食料システム法概要パンフレット 

 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/keikaku/gaiyou.html 農林水産省計画認定制度のサイト 

 

 農林水産省では食品等の生産・製造・卸売・小売・外食業などに携わる皆様から、食品等の取引に関

して問題となり得る行為を行っている事業者の情報を受け付ける食品等の適正取引に関する情報受付窓

口「食品等の適正取引に関する情報受付フォーム」を設置しました。問題となり得る行為の例も掲載さ

れています。 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/zyouhou.html 

  

 食品等の取引の適正化のため、取引先との価格交渉・価格転嫁の状況、商慣習の課題等の実態に関す

るアンケート調査、ヒアリング調査も実施しています。ホームページからもアンケートに回答できます

ので、ご協力をお願いいたします。https://www.maff.go.jp/j/shokusan/jittaichousa.html 

 

令和 8 年 1 月 1 日に取適法が施行され、規制内容の追加や規制対象の拡大が行われます。 

令和 7年 5月 16 日に「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が

成立し、同月 23 日に公布されました。この改正法は、令和８年１月１日に施行され、下請代金支払遅延

等防止法は、中小受託取引適正化法（略称「取適法」）となります。 

取適法では、令和８年１月１日以降に発注される製造委託等に係る代金の支払について、手形払を禁

止するとともに、電子記録債権や一括決済方式といったその他の支払手段についても支払期日までに代

金に相当する金銭（手数料等を含む満額）を得ることが困難なものを禁止しています。 

https://www.jftc.go.jp/file/toriteki_leaflet.pdf 取適法リーフレット 

https://www.jftc.go.jp/toriteki_pointleaflet1.pdf 委託事業者の注意ポイント 

 

11 月 5 日に第 3 回理事会、秋季講演会、情報交流会を開催しました。 

 KKR ホテル東京にて、令和 7年度第 3回理事会を開催し、清水商事㈱様の正会員加入を承認したほ

か、第 36 回名古屋フードビジネスショーの実施報告、令和 7年度会員実態調査中間報告、会長・副会

長、専務理事の活動報告等について審議いたしました。 

 秋季講演会では、本年 10 月に施行されました食品システム法に基づく計画認定制度について農林水産

省新事業・食品産業部調査官 菊池茂史様がご講演されました。講演会、情報交流会にそれぞれ約 80 名

の方がご参加くださいました。ご参加ありがとうございました。 

  

11 月は「秋のこどもまんなか月間」です。 

 こどもまんなかアクションとは、こどもや子育て中の方々が気兼ねなく様々な制度やサービスを利用

できるよう、地域社会、企業など様々な場で、年齢、性別を問わず、全ての人がこどもや子育て中の

方々を応援する、社会全体の意識改革を後押しする取組です。政府では、5 月を「春のこどもまんなか

月間」、11 月を「秋のこどもまんなか月間」として、シンポジウム等を開催し、この取組を進めていま

す。https://www.cfa.go.jp/policies/kodomo-mannaka 

 

令和 8 年業務用食材卸業合同賀詞交歓会を 1月 16 日（金）16 時から開催します。. 

 標記の賀詞交歓会をグランドプリンスホテル高輪プリンスルームで標記の日時で開催いたします。 

 近日中に会員、賛助会員様に案内状を郵送しますので、ご参加のほどよろしくお願い申し上げます。 



理事会等の今後の予定 

理事会等名 日時 場所 

令和 7 年度第４回理事会 
令和 8年 

  1 月 16 日(金)   14:00～15:30 
グランドプリンスホテル高輪 

令和８年合同賀詞交歓会   1 月 16 日(金)   16:00～18:00 グランドプリンスホテル高輪 

令和８年度第 1回理事会 5 月 8 日(金)   14:00～16:00 KKR HOTEL TOKYO 

令和８年度定時総会 

春季講演会 

情報交流会 

5 月 25 日(月)    13:30～15:00 

15:00～16:20 

16:30～18:00 

KKR HOTEL TOKYO 

※次回の外食産業フェアは 令和8年12月2日(水) マイドームおおさか（大阪市中央区）で開催予定  

 

展示会等のご案内 11 月,12 月（来場には事前登録が必要です。HP を確認し登録してください） 

 第 17 回 食の国際総合見本市 フードメッセ in にいがた 2025 

  11 月 12 日(水)～14 日(金)  朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター https://foodmesse.jp/  

地方銀行フードセレクション 2025   

  11 月 13 日(木)～14 日(金) 東京ビッグサイト https://www.food-selection.com/ 

 FOOD STYLE JAPAN 2025 ＜九州＞ 

 11 月 19 日(水)～20 日(木)  マリンメッセ福岡  https://foodstyle.jp/kyushu/outline.php 

健康経営 EXPO 関西 

 11月19日(水)～21日(金)  インテックス大阪  https://www.office-expo.jp/kansai/ja-jp/visit.html 

FABEX 関西 2025 

 11 月 26 日(水)～28 日(金)  インテックス大阪 https://kansai.fabex.jp/ 

 ビジネスチャンス EXPO in TOKYO 

    11 月 26 日(水)～27 日(木) 東京ビッグサイト https://bizchanexpo.tokyo/ 

第 10 回 ドリンク ジャパン - [飲料][液状食品] 開発・製造 展 

  12 月 3 日(水)～5日(金) 幕張メッセ https://www.drinkjapan.jp/ 

  第 4 回 スマートレストラン EXPO  

    12 月 3 日(水)～5日(金) 幕張メッセ https://www.foodtechjapan.jp/riw/ja-jp/about/sre.html 

業務改革 DX EXPO 2025 大阪【冬】 

    12月17日(水)～19日(金) インテックス大阪 https://www.bizcrew.jp/expo/dx-osaka-biz-transform 

 

事務局から 

  令和 7年度会員実態調査の取りまとめ結果を第 3回理事会でご報告いたしました。 

 回答数は、38 社、回答率 54％でした。調査項目は、会員の経営状況、物流問題への取組、商品情報

の授受・提供、DX の推進等業務の効率化、環境問題への取り組みなどで、会員を取り巻く状況につい

ての幅広いものでしたが、率直なご意見をご回答下さり誠にありがとうございました。 

経営状況では、直近売上高と前年売上高の回答があった 34 社を比較すると売上高の対前年比 115％

以上の会員は 0 社で、対前年比 105％未満の会員が 16 社となっています。回答数が異なるので単純な

比較にはなりませんが、令和 6 年度調査では、売上高の対前年比 115％以上の会員が 11 社、対前年比

105％未満の会員は 4社であり、売上高の上昇は前年よりも減少している傾向がみられます。 

一方、売上高に占める販売管理費比（経費比）の前年との増減では、回答34社中、1.0％以上増が9

社、0.0‐0.9％増が 9 社あり、全体での経費比では 2.0 ポイント増でした。令和 6 年度調査では、

1.0％以上増１社、0.0‐0.9％増 6社で、全体での経費比では、0.6 ポイント減でした。 

経営課題、価格転嫁の状況に寄せられた回答で、商品価格、エネルギー費、車両購入費、人件費の

増大する中、顧客の設定した予定価格、他社との価格競争のため、価格転嫁が十分に行われない実態

が寄せられています。また、取引先メーカーが一方的・協議不足にリードタイム延長を行い在庫や倉

庫面積に負担を生じた例も寄せられています。食品システム法、取適法の施行もありますが、しわ寄

せを受ける事業者が自助努力では解決できない部分については行政のさらなる支援をお願いします。 


